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裾野市議会予算決算委員会   令和３年２月 17日（水） 

 

15時 24分 開会 

 

○委員長（中村純也） ただいまから、予算決算委員会を開会いたします。は

じめに、「第１号議案から第９号議案について」を議題といたします。 

  先の本会議において当委員会に付託となりました、第１号議案令和３年度

裾野市一般会計予算、第２号議案令和３年度裾野市国民健康保険特別会計予

算、第３号議案令和３年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計予算、第４号

議案令和３年度裾野市介護保険特別会計予算、第５号議案令和３年度裾野市

土地取得特別会計予算、第６号議案令和３年度裾野市墓地事業特別会計予算、

第７号議案令和３年度裾野市水道事業会計予算、第８号議案令和３年度裾野

市下水道事業会計予算、第９号議案令和３年度裾野市簡易水道事業会計予算

の９件について、お配りしております「予算決算委員会付託一覧表」のとお

り、総務分科会、厚生文教分科会、産業建設分科会を設置し、審査いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。よって、本議案９件の審査は、

「予算決算委員会付託一覧表」のとおり行うことで決定いたしました。各分

科会の審査は、総務分科会は、３月 11 日、12 日、15 日午前９時から。厚生

文教分科会は、２月 26日、３月１日、２日午前９時から。産業建設分科会は、

３月８日、９日、10 日午前９時から行っていただきますようお願いいたしま

す。 

 各分科会での審査に当たっては、質疑の後、討論・採決は行わず、意見等が

ある場合は、それを述べていただくことに留まりますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、各分科会の現地視察は、２月 25日午後１時 30分から行っていただき

ますようお願いいたします。 

 次に、「第 22 号議案から第 27 号議案について」を議題といたします。先の

本会議において当委員会に付託となりました、第 22 号議案令和２年度裾野市

一般会計補正予算（第 13 回）、第 23 号議案令和２年度裾野市国民健康保険特

別会計補正予算（第４回）、第 24号議案令和２年度裾野市後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第３回）、第 25号議案令和２年度裾野市墓地事業会計補正

予算（第１回）、第 26号議案令和２年度裾野市水道事業会計補正予算（第３回）、

第 27 号議案令和２年度裾野市下水道事業会計補正予算（第４回）の６件につ

いて、お配りしております「各常任委員会付託一覧表」のとおり、総務分科会、
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厚生文教分科会、産業建設分科会を設置し、審査いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。よって、本議案６件の審査は、

「各常任委員会付託一覧表」のとおり行うことで決定いたしました。各分科会

の審査は、総務分科会は２月 24日午前９時から、厚生文教分科会は、２月 18

日午前９時から、産業建設分科会は、２月 19日午前９時から行っていただき

ますようお願いいたします。 

  各分科会での審査に当たっては、質疑の後、討論・採決は行わず、賛否に

関する意見がある場合は、それを述べていただくことに留まりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。これをもって、予算決算

委員会を閉会いたします。 

 

                          15時 28分 閉会 
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裾野市議会予算決算委員会   令和３年３月３日（水） 

 

13時 30分 開会 

 

○委員長（中村純也） ただいまから、予算決算委員会を開会いたします。本

日の会議は、先の本会議において本委員会に付託となりました議案について

の審査を行います。なお、付託されました議案は２月 17日開催の当委員会に

おいて分科会を設置し、それぞれ審査をいただきました。第 22号議案から第

27号議案について を議題といたします。 

  はじめに、第 22号議案令和２年度裾野市一般会計補正予算（第 13回）の 

 内の関係部分、第 25号議案令和２年度裾野市墓地事業特別会計補正予算（第

１回）について、総務分科会における審査の報告を求めます。総務分科会委

員長。 

〇総務分科会委員長（村田悠） 過日の本会議において、予算決算委員会に付

託となりました議案のうち、総務分科会に割り振られた事項について、審査

の経過概要を報告いたします。分科会は去る２月 24日に、委員７名全員出席

のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて審査を行いました。詳細な審査

内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略させ

ていただき、以下、概要について報告いたします。 

「第 22号議案 令和２年度 裾野市一般会計補正予算（第 13回）」の内の関係

部分について報告いたします。 

総務部関係では、財政課で、御宿上谷集会所工事費確定による寄附金の減額

補正、減収補てん債の発行及び土木債分の振り替え、税務課では固定資産税、

たばこ税の増額補正、行政課では、旧勤労青少年ホーム地内における地下埋設

物の除去による増額補正、人事課では、退職手当、時間外手当の増額補正など

の審査を行いました。 

企画部関係では、秘書課で、市長等運転業務委託料の減額補正、戦略広報課

では、国際交流推進事業の減額補正、みらい政策課では、自主運行バス運行委

託に係る費用の増額補正などの審査を行いました。 

環境市民部関係では、市民課で、マイナンバーカード発行枚数増加により職

員 1名を増員したことによる増額補正、危機管理課では防災訓練実施区の減に

よる減額補正などの審査を行いました。 

各課の質疑終了後、賛否に関する意見の有無を確認したところ、意見はあり

ませんでした。 

以上が第 22号議案の内の関係部分の審査概要報告です。 

次に「第 25号議案 令和２年度 裾野市墓地事業特別会計補正予算（第１回）」
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ついて報告いたします。 

環境市民部生活環境課で、墓地使用料増により一般会計からの繰入額が減に

なったことに伴う減額補正などの審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無を確認したところ、意見はありません

でした。 

以上が第 25号議案の内の関係部分の審査概要報告です。 

以上が、総務分科会に割り振られた事項の審査の経過概要であります。 

審査にご協力賜りました皆様へ感謝を申し上げ、総務分科会委員長報告といた

します。 

〇委員長（中村純也） 総務分科会委員長の報告は終わりました。次に、第 22

号議案令和２年度裾野市一般会計補正予算（第 13回）の内の関係部分、第 23

号議案令和２年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）、第 24号

議案令和２年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３回）、につ

いて、厚生文教分科会における審査の報告を求めます。厚生文教分科会委員

長。 

〇厚生文教分科会委員長（浅田基行） 過日の本会議において、予算決算委員

会に付託となりました議案のうち、厚生文教分科会に割り振られた事項につ

いて、審査の経過概要をご報告いたします。分科会は去る２月 18日、委員６

名全員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて、慎重な審査を行い

ました。詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いた

しますので省略をさせていただき、以下、概要についてご報告申し上げます。 

「第 22 号議案 令和２年度 裾野市一般会計補正予算（第 13 回）」のうちの

関係部分についてご報告いたします。 

教育部関係です。生涯学習課では陸上競技場改修事業計画見直しによる委託

料の減額についてなど、教育総務課では来年度２学級増となる東小学校普通教

室エアコン設置工事についてなど審査を行いました。 

健康福祉部関係です。国保年金課では国民健康保険特別会計の決算見込みに

よる繰出金についてなど、社会福祉課では戦没者特別弔慰金事務交付金につい

てなど、健康推進課ではヘルシーパーク裾野管理運営委託の 12 月末までのコ

ロナ影響を考慮した委託料の増額と源泉ポンプ故障による臨時休館に対する

休業補償についてなど、子育て支援課では児童福祉機能等集約事業の実施設計

完了時期についてなど、保育課では保育園 ICT化事業の実施内容の見直しにつ

いて審査を行いました。 

次に、「第 23号議案 令和２年度 裾野市国民健康保険 特別会計補正予算

（第４回）」について報告いたします。 

国保年金課では、一般被保険者療養給付費並び一般被保険者高額療養費の増
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額や出産育児一時金並びに新型コロナウィルス感染症傷病手当金などの減額

についての審査を行いました。 

次に、「第 24号議案 令和２年度 裾野市後期高齢者医療事業 特別会計補

正予算（第３回）」について報告いたします。 

国保年金課では、後期高齢者医療広域連合の納付金の増額の内容について審査

を行いました。 

質疑終了後、各議案について賛否に関する意見の有無を確認した結果、第

22 号議案で生涯学習課の陸上競技場改修事業計画見直しの部分で公認につい

ても継続的に努力していただきたいという意見がありました。以上が審査の概

要です。 

以上が、予算決算委員会に付託となりました議案のうち、厚生文教分科会に

割り振られた事項の審査の経過概要であります。審査にご協力いただきました

皆様に感謝を申し上げまして、予算決算委員会 厚生文教分科会委員長報告と

いたします。 

〇委員長（中村純也） 厚生文教分科会委員長の報告は終わりました。次に、

第 22号議案令和２年度裾野市一般会計補正予算（第 13回）の内の関係部分、

第 26号議案令和２年度裾野市水道事業会計補正予算（第３回）、第 27号議案

令和２年度裾野市下水道事業会計補正予算（第４回）について、産業建設分

科会における審査の報告を求めます。産業建設分科会副委員長。 

〇産業建設分科会副委員長（増田祐二） 過日の本会議において、予算決算委

員会に付託となりました議案のうち、産業建設分科会に割り振られた事項につ

いて、審査の経過概要を報告致します。分科会は去る２月 19 日、委員５名出

席のもと開会し、担当部課長等の出席を求め審査を行いました。詳細な審査内

容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略させてい

ただき、以下、概要についてご報告申し上げます。 

はじめに「第 22 号議案 令和２年度裾野市一般会計補正予算（第 13 回）」

の内の関係部分について主な審査内容を報告します。 

はじめに環境市民部関係では、上下水道経営課、上下水道工務課の審査を行

い、質疑はありませんでした。 

次に建設部関係では、建設管理課、建設課、まちづくり課、区画整理課の審

査を行い、（仮称）神山深良線の用地交渉や工事の進捗状況、特定防衛施設道

路整備事業の設計、平松深良線道路改良事業の地権者説明等について審査を行

いました。 

次に産業部関係では、農林振興課、産業振興課の審査を行い、農地耕作条件

改善事業補助金の申請状況、三世代同居支援事業の繰越状況等について審査を

行いました。 
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質疑終了後、賛否に関する意見の有無を確認しましたが、意見はありません

でした。以上が第 22号議案の内の関係部分の審査概要です。 

次に「第 26号議案 令和２年度裾野市水道事業会計補正予算（第３回）」に

ついて主な審査内容を報告します。 

環境市民部で、上下水道経営課、上下水道工務課の審査を行い、裾野駅西土

地区画整理事業の進捗に伴う工事箇所の変更、入札差金の詳細等について質疑

がありました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無を確認し、賛否確認時に、回答がなか

ったので結果判断できないとの意見がありました。以上が第 26 号議案の審査

概要です。 

次に「第 27 号議案 令和２年度裾野市下水道事業会計補正予算（第４回）」

について主な審査内容を報告します。 

環境市民部で、上下水道経営課、上下水道工務課の審査を行いました。 

質疑はなく、賛否に関する意見の有無を確認しましたが、意見はありませんで

した。以上が第 27号議案の審査概要です。 

以上が、予算決算委員会 産業建設分科会に割り振られた事項の審査経過概

要であります。 

審査にご協力賜りました皆様へ感謝を申し上げ、予算決算委員会 産業建設

分科会副委員長報告とさせていただきます。 

〇委員長（中村純也） 産業建設分科会副委員長の報告は終わりました。これ

より、本 6議案について分科会委員長、副委員長の報告に関する質疑、討論、

採決を行います。なお、討論をされる方におかれましては、討論の詳細につ

いては本会議でお願いいたします。 

  はじめに、第 22号議案令和２年度裾野市一般会計補正予算（第 13回）に

ついて、分科会委員長、副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただ今から討論に入ります。

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

○委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第 23号議案令和２年度裾野市国民健康保険特別会計補正予算（第４
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回）について、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただ今から討論に入ります。

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第 24号議案令和２年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

(第３回)について、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第 25 号議案令和２年度裾野市墓地事業特別会計補正予算（第１回）

について、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に第 26号議案令和２年度裾野市水道事業会計補正予算（第３回）につい

て、分科会副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に第 27号議案令和２年度裾野市下水道事業会計補正予算（第４回）につ

いて、分科会副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 

  以上で、本委員会に付託された議案に係る本日の審査は全て終了いたしま

した、来る３月５日の本会議で委員長報告をいたします。審査にご協力賜り

ましたことに感謝申し上げまして、本員会を閉会いたします。 

 

 

13時 47分 閉会 
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裾野市議会予算決算委員会   令和３年３月 22日（月） 

 

15時 14分 開会 

 

○委員長（中村純也） ただいまから、予算決算委員会を開会いたします。本

日の会議は、先の本会議において本委員会に付託となりました議案について

の審査を行います。 

なお、付託されました議案は、２月 17日開催の当委員会において分科会を

設置し、それぞれ審査をいただきました。第１号議案から第９号議案について 

を議題といたします。はじめに、第１号議案 令和３年度裾野市一般会計予算

の内の関係部分、第５号議案 令和３年度裾野市土地取得特別会計予算、第６

号議案 令和３年度裾野市墓地事業特別会計予算について、総務分科会におけ

る審査の報告を求めます。総務分科会委員長。 

〇総務分科会委員長（村田悠） 総務分科会委員長報告を行います。過日の本

会議において、予算決算委員会に付託となりました議案のうち、総務分科会

に割り振られた事項について、審査の経過概要をご報告いたします。分科会

は去る２月 25 日の現地視察及び３月 11 日、12 日に委員７名全員出席のもと

開会し、担当部課長等の出席を求めて慎重な審査を行いました。詳細な審査

内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略をさ

せていただき、以下、概要についてご報告申し上げます。 

「第１号議案 令和３年度 裾野市一般会計予算」のうちの関係部分について

ご報告いたします。 

はじめに環境市民部です。 

深良支所・富岡支所・須山支所では、支所庁舎管理に関する長期継続契約に

ついてなど、市民課では、窓口業務委託の更新やマイナンバーカード発行率向

上の目標など、生活環境課では、一般廃棄物処理基本計画策定業務、新火葬施

設運営費の算出根拠などについて審査を行いました。美化センターでは、焼却

処理施設維持管理工事の時期など、危機管理課では、県テレビ会議システム回

線設置工事や地域防災指導者育成のための交付金事業等についてなどの審査

を行いました。 

次に、総務部です。財政課では、臨時財政対策債の基準額や財政調整基金残

高の適正額についてなど、税務課では、導入されるスマホ決済・クレジットカ

ード決済の収納方法についてなど、人事課では、一般職の時間外勤務手当の増

額理由などの審査を行いました。行政課では、公用車の集中管理車両の台数に

ついてなど、検査監では、工事検査規程の改定などの審査を行いました。 

次に、出納課では財政調整基金減による繰替え運用の審査を行いました。 
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次に、企画部です。秘書課では、市長交際費や市長車等の運転委託業務の廃

止理由ついてなど、みらい政策課では御宿土地区画整理事業負担金・補助金の

算出方法についてなど、戦略広報課では、市制 50 周年記念イベント開催の内

容・目的についてなどの審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、委員から市

民課窓口業務委託及び御宿土地区画整理事業に対して反対の意見、分科会外委

員から人事課・行政課に対して意見があるとの発言がありました。以上が第１

号議案のうちの関係部分の審査概要であります。 

次に「第５号議案 令和３年度 裾野市 裾野市土地取得特別会計予算 」につ

いてでは、代替用地として所有している土地の売却についての審査を行いまし

た。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、意見はあり

ませんでした。以上が第５号議案の審査概要であります。 

次に「第６号議案 令和３年度 裾野市 墓地事業特別会計予算」についてで

は、４号墓域の図面作成を内製化したこと、今後の募集計画などの審査を行い

ました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、意見はあり

ませんでした。以上が第６号議案の審査概要であります。 

審査終了後、分科会委員間で自由討議を行いましたのでご報告申し上げます。 

・財政非常事態宣言により、令和４年度の予算から影響とは言えども、今回

の予算審査は難しかった。 

・財政非常事態宣言の、時期が何故この時期だったのか疑問である。 

・財政は予算の根幹であり、全体的に総務委員会から開会し、財政課から説

明をする予算審査が望ましいのではないか。 

などの意見がありました。 

以上が、総務分科会に割り振られた事項の審査の経過概要であります。 

審査にご協力いただきました皆様に感謝を申し上げまして、総務分科会委員

長報告といたします。ありがとうございました。 

○委員長（中村純也） 総務分科会委員長の報告は終わりました。次に、第１

号議案 令和３年度裾野市一般会計予算の内の関係部分、第２号議案 令和３

年度裾野市国民健康保険特別会計予算、第３号議案 令和３年度年度裾野市後

期高齢者医療事業特別会計予算、第４号議案 令和３年度裾野市介護保険特別

会計予算について、厚生文教分科会における審査の報告を求めます。厚生文

教分科会委員長。 

〇厚生文教分科会委員長（浅田基行） それでは、予算決算委員会厚生文教分

科会委員長報告を行います。 
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過日の本会議において、予算決算委員会に付託となりました議案のうち、厚

生文教分科会に割り振られた事項について、審査の経過概要をご報告いたしま

す。分科会は去る２月 25日の現地視察及び２月 26日、３月１日に委員６名全

員出席のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて慎重な審査を行いました。

詳細な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので

省略をさせていただき、以下、概要についてご報告申し上げます。 

「第１号議案 令和３年度 裾野市一般会計予算」の内の関係部分について

ご報告いたします。 

はじめに健康福祉部です。 

康推進課では、子育てモバイルシステム事業での活用方法やデータ保管方法

についてなど、障がい福祉課では、心身障害者扶養共済掛金の入会者数と加入

率の状況など、社会福祉課では、養護老人ホーム長岡寮湯の家の建て替えにか

かる市町負担金の割合や生活困窮者自立支援事業の支援範囲についてなどに

ついて審査を行いました。国保年金課では、クレジットカード決済収納業務の

事務管理方法など、介護保険課では、介護保険低所得者保険料軽減負担金の過

年度分の期間についてなどの審査を行いました。子育て支援課では、児童福祉

機能等集約事業の実施設計の計画や市民に対する広報の仕方についてなど、保

育課では、富岡第二幼稚園閉園に向けた取組みや御宿台こども園の施設の賃借

方法について審査を行いました。 

次に、教育部関係です。 

鈴木図書館では、図書館管理では、公民館管理運営事業の見直しや図書購入

費の減額についてなど、教育総務課では、小中学校ＧＩＧＡスクール運用にか

かる回線費や放課後児童室の運営についてなど、学校給食センターでは、民間

委託した調理の運営状況や自校式を含めた安全管理状況などの審査を行いま

した。学校教育課では、先行導入されるコミュニティ・スクールの運営方法や

学習支援員の任用についてなど、生涯学習課では、市民文化センターの大規模

改修工事の延期理由や富士山資料館の今後の在り方などの審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、分科会外委

員から生活困窮者自立支援等の事業委託に対して反対の旨の意見がありまし

た。以上が第１号議案の内の関係部分の審査概要であります。 

次に「第２号議案 令和３年度 裾野市 国民健康保険 特別会計予算 」では、

特定健診の受診者数の向上を目的とした未受診者対策事業委託の取組みなど

について審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、意見はあり

ませんでした。以上が第２号議案の審査概要であります。 

次に「第３号議案 令和３年度 裾野市 後期高齢者医療事業 特別会計予算」
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では、一般会計に繰入金での県・市の負担割合についてや保険料の増額の理由

などについて審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、意見はあり

ませんでした。以上が第３号議案の審査概要であります。 

次に「第４号議案 令和３年度 裾野市 介護保険 特別会計予算」では、市

内に新たな介護医療院の施設ができたことによる保険給付費の増額などにつ

いて審査を行いました。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、意見はあり

ませんでした。以上が第４号議案の審査概要であります。 

審査終了後、分科会委員間で自由討議を行いましたのでご報告申し上げます。 

・会期中に職員による不祥事の報告があり、対象部署の審査は非常にやりに

くかった。 

・初日の施政方針の説明の後、全員協議会で、非常事態宣言が発表され令和

３年度の予算案に色濃く反映されていると考えられたが、審査で具体的な説明

はされず何をどのように止血として見直したのか、また、今後どうするのか状

況がつかみにくかった。非常事態を宣言したにしては、それに対する姿勢が低

い。 

・財政非常事態宣言による、令和４年度の予算編成に向けた意志をなぜこの

タイミングで出したのか、今回の予算審査では意味のない時期での発信である。 

・教育長の教育方針は市長の施政方針と同じ本会議の場で市民に伝える必要

がある。 

・健康福祉と教育の分野は、国の制度も多くあり削減というよりはむしろ予

算を確保していただき維持継続の責務をはたす必要がある。 

・昨年から２日間の日程で審査を行ってきたが、今後は、予備日は必要なく

できる。 

以上が報告となります。 

以上が、厚生文教分科会に割り振られた事項の審査の経過概要であります。 

審査にご協力いただきました皆様に感謝を申し上げまして、厚生文教分科会

委員長報告といたします。 

〇委員長（中村純也） 厚生文教分科会委員長の報告は終わりました。次に、

第１号議案 令和３年度裾野市一般会計予算の内の関係部分、第７号議案 令

和３年度裾野市水道事業会計予算、第８号議案 令和３年度裾野市下水道事業

会計予算、第９号議案 令和３年度裾野市簡易水道事業会計予算について、産

業建設分科会における審査の報告を求めます。産業建設分科会委員長。 

〇産業建設分科会委員長（二ノ宮善明）  

過日の本会議において、予算決算委員会に付託となりました議案のうち、産
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業建設委員会に割り振られた事項について、審査の経過概要をご報告いたしま

す。 

分科会は去る２月 25 日の現地視察及び３月８日、９日に委員６名全員出席

のもと開会し、担当部課長等の出席を求めて、慎重な審査を行いました。詳細

な審査内容につきましては、会議録を正確にまとめ、保存いたしますので省略

させていただき、以下、概要についてご報告申し上げます。 

「第１号議案 令和３年度 裾野市一般会計予算」のうちの関係部分につい

てご報告いたします。 

はじめに産業部です。 

農林振興課では、有害鳥獣捕獲従事者育成支援、中核農業者協議会補助金、

農業次世代人材投資資金や地域戦略作物活性化支援事業交付金等について審

査を行いました。 

産業振興課では、中小企業振興基本条例、産業連携プラットフォーム運営事

業、東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進事業と当市のスポーツツー

リズムの関連事業等について審査を行いました。 

次に建設部です。 

建設管理課では、神山深良線工事期間の変更、県単道路改築事業負担金、平

松踏切の工事着手による交通への影響及び通学路の安全確保等について審査

を行いました。 

建設課では、通学路整備事業費と社会資本整備総合交付金等による通学路の

整備、民生安定施設道路整備事業費等について審査を行いました。 

区画整理課では、事業区域内の道路整備に伴う警察との協議による安全対策、

大型店舗の建て替えに合わせてのスケジュール計画、物件移転、桃園平松線全

面開通に合わせた新店舗での再開、地権者協議のための旅費等についての審査

を行いました。 

まちづくり課では、舞台団地の借地料増額理由、公営住宅長寿命化策定委託

に伴う民間賃貸住宅借り上げ方式等の検討、公園管理での遊具保守点検及び砂

場の清掃委託、（仮称）御師公園整備事業等について審査を行いました。 

次に、環境市民部 上下水道経営課 及び 上下水道工務課の審査を行い、質

疑はありませんでした。 

質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ、分科会外委

員から（仮称）御師公園整備事業に対して、意見があることを確認しました。 

以上が第 1号議案のうちの関係部分の審査概要であります。 

次に「第７号議案 令和３年度 裾野市水道事業会計予算」については、給

水戸数の減少、平均給水量の減、御宿土地区画整理事業による営業収益、棚卸

資産の購入限度額の設定根拠等について審査を行いました。質疑終了後、賛否
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に関する意見の有無について確認したところ、意見はありませんでした。 

以上が、第７号議案の審査概要であります。 

次に「第８号議案 令和３年度 裾野市下水道事業会計予算」については、

下水道接続件数の見込みと未接続世帯への営業活動、他部署との連携、経費回

収率、今後の岩波地区の整備とそれに伴った説明会等について審査を行いまし

た。質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認したところ分科会外委

員から反対の旨の意見がありました。 

以上が、第８号議案の審査概要であります。 

次に「第９号議案 令和３年度 裾野市簡易水道事業会計予算」については、

行財政構造改革を進めるなかでの簡易水道の一般会計からの繰り入れについ

ての対策、有収率の向上を目指した経営努力、水道事業会計との統合等につい

ての審査を行いました。質疑終了後、賛否に関する意見の有無について確認し

たところ、意見はありませんでした。 

以上が、第９号議案の審査概要であります。 

審査終了後に分科会委員間で自由討議を行いましたので、ご報告申し上げま

す。 

・令和３年度予算案を令和４年度以降にどう繋げていくのかが課題である。 

・厳しい財政状況により、駅西事業にも取り組む必要があるのではないかと

思ったが、賑わい創出、桃園平松線開通による商業の発展等が大事であると感

じた。 

・財政非常事態宣言が発出された後の予算審査は、審査している内容が令和

４年度も続くのか続かないのかも分からない中で、大変難しい判断を要求され

たと感じた。また、判断材料となる情報が少な過ぎた。 

・施政方針では厳しい財政状況であるということであったが、委員側から質

疑しないと、どのような判断により事業の精査を行ったという説明が無かった

のは非常に残念であった。 

・いわなみキッチンの支援については、徐々に補助金を減額していくのでは

なく、成果に応じた実績補助に変える等の工夫が必要ではないか。 

・駅西土地区画整理事業を計画通り進めなければ、デメリットがかなり大き

な割合となってしまう。 

・歴史公園としての御師公園事業については、防衛予算が付いたこのタイミ

ングで実施すべき。このタイミングを逃したら、国からの補助金が付かなくな

る可能性が大きいので、予定通り進めるべきである。 

・予算書が変更され、情報量も多く見やすくなったことで効率的な審査時間

に繋がった。 

以上が、予算決算委員会産業建設分科会に割り振られた事項の審査の経過概
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要であります。 

審査にご協力いただきました皆様に感謝を申し上げまして、予算決算委員会

産業建設分科会委員長報告といたします。 

○委員長（中村純也） 産業建設分科会委員長の報告は終わりました。これよ

り本９議案について、分科会委員長の報告に関する質疑、討論、採決を行い

ます。 

  なお、討論を発言される方におかれましては、討論の詳細については、本

会議でお願いいたします。 

  はじめに、第１号議案 令和３年度裾野市一般会計予算について、分科会委

員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

〇委員長（中村純也） ６番、村田悠委員。 

○委員（村田悠） 私は委員として、第１号議案裾野市一般会計予算に対して

反対の討論を本会議で行います。 

〇委員長（中村純也） 他にありませんか。７番、井出悟委員。 

○委員（井出悟） 私は財政非常事態に対するためには、行政組織が一生懸命

汗をかいて率先垂範を示すということが不可欠であると思いますが、今回時

間外勤務だとか、行政改革推進委員会の意見書に対する取り組み姿勢に対し

ては率先垂範の努力は感じられませんでした。今までにように期待をこめて

賛成すべきかということに非常に悩んでいます。現時点では、反対の意見で

はありますが、本日の緊急質問の内容も精査して採決のその時まで熟慮に熟

慮を重ねたいと思います。以上です。 

〇委員長（中村純也） 他にありませんか。16番、岡本和枝委員。 

○委員（岡本和枝） 私は第１号議案の裾野市一般会計予算について反対の立

場で討論いたします。大きいところでは、先ほど緊急質問の中でも公共と民

間の風土が違うというような話があったのですけれども、具体的には市民課

窓口の業務委託、また債務負担行為で反対した御宿土地区画整理事業に対し

ての反対の意見があるということで、反対をいたします。 

〇委員長（中村純也） 他にありますか。15番、内藤法子委員。 

○委員（内藤法子） 私は第１号議案、反対の立場で討論します。内容として

は、令和４年度の予算からということですけど、いち早くできるところから

取り組まなければ間に合わないという危機感があります。実際に削減をシミ

ュレーションしてみましたけども、大きな金額を生み出して５年で解決する

のは無理だと思うので、とにかく令和３年度からもう少し見直すべきだとい
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う観点から反対討論いたします。以上です。 

〇委員長（中村純也） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから起立により採決いた

します。第１号議案 令和３年度裾野市一般会計予算を、原案のとおり決定す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者の起立） 

〇委員長（中村純也） 起立多数と認めます。したがって本案は原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。次に第２号議案 令和３年度裾野市国民

健康保険特別会計予算について、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。次に、第３号議案 令和３年度裾野市

後期高齢者医療事業特別会計予算について、分科会委員長報告に対する質疑

に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。次に、第４号議案 令和３年度裾野市

介護保険特別会計予算について、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中務純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） したがって本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。次に、第５号議案 令和３年度裾野市土地取得特別会計予算に

ついて、分科会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第６号議案 令和３年度裾野市墓地事業特別会計予算について、分科

会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第７号議案 令和３年度裾野市水道事業会計予算について、分科会委

員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから採決いたします。本

案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 
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〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって本案は原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第８号議案 令和３年度裾野市下水道事業会計予算について、分科会

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。６番、村田委員。 

○委員（村田悠） この第８号議案について反対の立場で討論いたします。詳

細は本会議で。 

〇委員長（中村純也） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから起立により採決いた

します。第８号議案 令和３年度裾野市下水道事業会計予算を、原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

〇委員長（中村純也） 起立多数と認めます。したがって本案は原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第９号議案 令和３年度裾野市簡易水道事業会計予算について、分科

会委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 以上で質疑を終わります。ただいまから討論に入りま

す。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） 討論を終わります。ただいまから、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

〇委員長（中村純也） ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託された議案に係る本日の審査はすべて終了いたしま

した。来る３月 24日の本会議で、委員長報告をいたします。審査にご協力賜

りましたことに感謝申し上げまして本委員会を閉会いたします。 

 

 

15時 47分 閉会 

 


